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い
て
学
校
施
設
を
増
築
す
る
こ
と

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

る
意
見
の
聴
取
を
次
の
と
お
り
行

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

意

見

の

聴

取

の

業
地
域
内
の
熊
毛
郡
田
布
施
町
大

の
六
並
び
に
字
光
房
二
四
の
八
及

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

報報
の
正
誤
（
平
成
七
年
三
月
三
十
一

告

口
県
告
示
第
四
百
九
号

目

次

示築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
四
項
の

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

週
火
・
金
曜
日
発
行

に
つ
い
て

日
）
午
後
二

第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第

う
。

山
口
県
知

理

由

意
見
の
聴

期
日

字
麻
郷
奥
字
桜
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の
一
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平
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十
二
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十
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課
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…
…
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日
山
口
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公
安
委
員
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規
定
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よ
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意
見
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聴
取
（
建
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（
県
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活
課
）
…
…
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…
…

項
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規
定
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よ
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届
出
（
商
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課
）
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四
項
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規
定
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よ
り
、
公
開

事

二

井

関

成

取
の

意
見
の
聴
取
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場
所

年
十
二

（
月
曜
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役
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…
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平 成 年
月 日

（火曜日）

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
ザ

（
四
〇
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
七
日

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

一
人
で
住
宅
を
借
り
る
こ

失
業
中
の
高
齢
者
再
就
職
支

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
十
二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

公

（
三
九
九
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

及
び
所
在
地

・
ビ
ッ
グ
萩
店

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

し
ま
す
。

日

山
口

プ
ラ
イ
ム

樫
部

清
高

周
南
市
大
字
徳
山
四
四
九
二

と
が
困
難
な
生
活
困
難
者
に
対
し

援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山

日

山
口

二
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

告

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

一

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

類
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
七

商
政
課
及
び
萩
市
商
工
観
光
部
商

県
知
事

二

井

関

成

番
地

て
、
入
居
施
設
に
関
す
る
事
業
及

貢
献
に
寄
与
す
る
こ
と
。

掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
三
年

口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。

の日工 び 一の お

告

示

公

告



平

八
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マ式
四五六

第 号

二
マ式

三
名

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日

氏

名

又

は

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

四
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま

駐
輪
場
の
収
容
台
数

一
〇
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

三
八
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

会
社

兵
庫

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

六
、
九
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

四
三
八
台

所
在
地

萩
市
大
字
椿
二
二
一

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

会
社

兵
庫

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

氏

名

又

は

名

称

住

開
店
時

社

午
前
八

と
が
で
き
る
時
間
帯

時
三
十
分
ま
で

数ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時

で 方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

県
姫
路
市
北
条
口
四
丁
目
四

日の
合
計

に
関
す
る
事
項

五
の
一

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

県
姫
路
市
北
条
口
四
丁
目
四

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

所

刻

閉
店
時
刻

時

午
後
一
〇
時

間
帯

び
閉
店
時
刻

藤
本

昭

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

藤
本

昭

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

代
表
者
の
氏
名

〃
土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
豊
田
町
土
地
改
良

区〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃
二

退
任
し
た
役
員

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
豊
田
町
土
地
改
良

区〃〃〃〃
（
四
〇
一
）
土
地
改
良
区
の
役

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七

〃

河
内

良
治

〃

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

吉
本

知
則

下
関

〃

池
田

義

〃

〃

田
村

文

〃

〃

重

達
雄

〃

〃

堀
田

和

〃

〃

福
原

康
毅

〃

〃

山
本

久
生

〃

〃

森
本

利
昭

〃

〃

河
本

肇

〃

監

事

藤
岡

敬
介

〃

〃

村
上

博
美

〃

〃

藤
田

進

〃

〃

伊
藤

裕
幸

〃

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

理

事

吉
本

知
則

下
関

〃

藤
野

宣
義

〃

〃

岡
本

幸
慈

〃

〃

山
田

教
人

〃

〃

片
岡

和
博

〃

員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

日

山
口

豊
田
町
大
字
一
ノ
俣
九
八
四 所

市
豊
田
町
大
字
殿
敷
一
〇
二
八

〃

一
七
六
二

豊
田
町
大
字
稲
見
一
三
五
七

豊
田
町
大
字
八
道
一
七
〇
三

豊
田
町
大
字
浮
石
六
八
〇

豊
田
町
大
字
杢
路
子
二
三
六
一

豊
田
町
大
字
殿
居
四
〇
五

豊
田
町
大
字
阿
座
上
五
六
一

豊
田
町
大
字
西
長
野
八
八

豊
田
町
大
字
今
出
九
四

豊
田
町
大
字
浮
石
三
八
五
の
一

豊
田
町
大
字
荒
木
二
三
九

豊
田
町
大
字
高
山
九
九
の
三 所

市
豊
田
町
大
字
殿
敷
一
〇
二
八

豊
田
町
大
字
宇
内
六
二
九

豊
田
町
大
字
八
道
四
二

豊
田
町
大
字
浮
石
一
六
三
四

豊
田
町
大
字
杢
路
子
八
四
四

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

二

地
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正
平

す
る

ペ

第 号

〃〃〃〃〃〃〃

〃

〃

堀
田

和

〃

〃

〃

〃

豊

五

上

〃

豊

〃

四

上

様
式
中

所
場

う
行

成
十
八
年
十
月
十
七
日
山
口
県
公

ー
ジ

段

箇
所

四

下

表
中

田
村

雑

誤
成
七
年
三
月
三
十
一
日
山
口
県
公

規
則
）

ー
ジ

段

箇
所

〃〃監〃〃〃

堀
田

田
町
大
字
一
の
俣
九
八
四

〃

田
町
大
字
一
の
俣
九
八
四

〃

場
う
行

告
（
五
三
九
）
（
土
地
改
良
区

誤

文

田
村

報

安
委
員
会
規
則
第
三
号
（
聴
聞

誤 村
野

克
己

〃

豊

河
本

肇

〃

豊

事

藤
岡

敬
介

〃

豊

小
嶋

喜
信

〃

豊

岡
村

昌
平

〃

豊

長
岡

健
治

〃

豊

和豊
田
町
大
字
一
ノ
俣
九
八
四

豊
田
町
大
字
一
ノ
俣
九
八
四

合役
員
の
届
出
）

正

文

及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関

正

田
町
大
字
中
村
七
三
七

田
町
大
字
西
長
野
八
八

田
町
大
字
今
出
九
四

田
町
大
字
八
道
二
六
〇
七

田
町
大
字
殿
居
一
二
七
六

田
町
大
字
萩
原
二
五
八

三

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
印
刷

十
二
年
十
二
月
七
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


